
2021 月号49

金額は円（税抜き）

　平成 29 年度から３年間で段階的に水道料金を改定

（引き上げ）しました。それに伴い、一定以下の所得

の世帯に対し基本料金の減免措置を行っています。

毎年度の手続きが必要です。

①減免額

　改定前後の基本料金の差額分を減免額とします。

②減免の対象

　安来市内に住民登録をしている住居で、メーター

口径が 13 ミリメートル、20 ミリメートルを使用す

る人のうち、生計が同じで、同一のメーターを利用

する世帯全員の前年分の総所得額が次の条件を満た

す世帯。（※生活保護受給世帯を除く）

　▼ 1人世帯：480,000 円以下

　▼ 2人世帯：960,000 円以下

口径

改定前 改定後
減免額
（差額）～平成 29 年

３月末
平成 31年
４月～

13mm 1,000 1,250 250

20mm 1,350 1,550 200

　▼ 3人世帯：1,440,000 円以下

　▼ 4人世帯：1,920,000 円以下

　▼ 5人以上：1,920,000 円に 4 人を超える 1人に

　　つき 330,000 円を加算した額以下

③申請の方法

　「水道基本料金減免申請書」に生計を一にする人

および同一のメーターを利用する世帯全員の①住民

票②市県民税課税証明書または収入の状況がわかる

書類を添えて申請してください。

▼申請書設置場所・申請先：水道管理課（伯太庁舎）

　※市ホームページにも掲載しています。

④申請の期間

　申請年度の７月末日まで

※８月１日以降に水道を使用開始した人は、開始日

から１カ月以内に申請してください。

⑤申請の有効期間

　４月１日から令和４年３月 31 日まで。

※年度ごとに更新の手続きが必要です。

⑥減免制度の期間

　令和４年３月 31 日までになります。なお、この

制度は令和３年度で終了します。

水道料金改定に伴い基本料金の減免制度を設けています

下水道使用料を改定します

問い合わせ：水道管理課　☎ 23-2020

問い合わせ：下水道課　☎ 23-3370
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　下水道事業の健全な経営と適正な維持管理を行う

ため、４月１日から下水道使用料を改定（引き上げ）

します。

対象　安来市の公共下水道、集落排水、市設置浄化

　槽を利用する人です。

改定率　令和３年４月１日から 10％、令和４年４

　月１日から 10％の合計 20％。

※詳しくは、広報やすぎ 11 月号と一緒に配布した

パンフレットをご覧ください。

e-Tax で申告


